
2017 年度 第 34 回関西少女サッカー大会 滋賀県大会要項 

 

１．趣 旨  

日本の将来を担う子どもたちのサッカーへの興味・関心を深め、サッカーの技術・ 理

解を向上させると同時に、サッカーを通じて心身を鍛え、リスペクトの精神を養い、 ク

リエイティブでたくましい人間の育成を目指し、その研修の場として本大会を開催 す

る。 

将来に向けて大きく成長するための準備として、この年代にふさわしいゲーム 環境

を提供することにより、育成年代で年代に応じた豊かな経験を積み重ねる中で自 ら成

長していくことのできるようサポートする。 

子どもたちや周囲の大人が、サッカー、スポーツの素晴らしさに触れ、生涯にわた

って楽しみ、関わっていけるよう、文 化として醸成していくことを目指す。 

 12 歳以下（小学生以下）の全ての女子選手が参加できる大会を実施する。 少女た

ちが楽しみ、成長できるゲーム、“フェアプレー”や“リスペクト”の精神 が育まれ

るゲームを行うため、８人制サッカーの大会として実施する。  

  

２．名 称  

2017 年度 第 34 回関西少女サッカー大会 滋賀県大会  

  

３．主 催  

公益社団法人 滋賀県サッカー協会  

  

４．主 管 

 公益社団法人 滋賀県サッカー協会 ４種委員会  

  

５．会 場 

ビックレイク（野洲川歴史公園）  

10 月 14 日 12 時から 21 時までＢコート、10 月 15 日 9 時から 17 時まで 

  

６．期 日 

 2017（平成 29）年 10 月 14 日（土）、15 日（日）  

  

７．参加資格  

（1）本年度、(公財)日本サッカー協会に登録された小学生以下の女子選手で構成さ

れたチームとする。（ただし、エントリー時に登録申請中でも可とする。） 

（2）チームは４種登録単独、合同、補充のうち、いずれの方法でも編成できる。た だ

し、選抜チームの参加は認めない。尚、合同で参加されるチームは、先に同 意（承

諾書）が得られた者のみ、エントリー表に記入可能とする。 

（3）スポーツ傷害保険に加入済のチームで健康体であること。 

（4）所属チームの代表者及び保護者の同意を得ていること。 

（5）審判資格を有する者が帯同すること。  

  

７．参加費  

１チーム ７，０００円  

  



９．大会形式 

 （1）リーグ戦方式  

・順位の決定方法は、勝利３点、引分１点、敗戦０点の勝点により、勝点の多

い順に決定する。 なお、勝点の合計が同一の場合は、全試合の得失点差、

全試合の総得点、当 該チーム同士の対戦成績（勝敗）の順に決し、なお、

同一の場合は、両チーム３人ずつの競技者がキックを行ったのち、両チーム

の得点が同じ場合は、同数のキックで一方のチームが他方より多く得点する

まで交互に順序を変えることなくキックは続けられる。尚、２順目は、順序

は変更できる。 

・決勝戦のみ延長戦（前半５分、後半５分）それでも決しない場合は、ＰＫ戦 方

式を採用する。  

  

10．競技規則 

 (公財)日本サッカー協会「８人制サッカー競技規則」による。  

  

11．試合球 

４号球を使用する。  

  

12．競技者の数および交代 

 （1）８人制で実施し、８人に満たない場合は試合を開始しない。試合中に怪我等に 

よる人数不足により８人に満たなくなった場合には、そのまま続行する。  

 （2）登録した選手全員が交代用要員となる。交代して退いた競技者は交代要員とな

り、再び出場することができる。交代の回数は制限されない。交代については、 交

代ゾーンにより交代する。ゴールキーパーの交代は、審判に通告し、主審の 承認

を得て試合の停止中に交代すること。  

  

13．競技者の用具 

 （1）競技者の用具については、（公財）日本サッカー協会「８人制サッカー競技規 則」

およびユニフォーム規程に従うものとする。  

  

14.審 判 員 

本大会においては、主審及び予備審判員は、審判証（写真貼付け）を大会本部で確 

認を受けるものとする。審判服を必ず着用するものとする。  

  

15．試合時間 

 試合時間は４０分（２０分-５分-２０分）とする。飲水タイムを採用する場合は、 

試合時間に含まないものとする。  

  

16．警告・退場  

（1）競技者が退場を命じられた場合は、その競技者のチームは交代要員の中から競 

技者を補充することができる。主審は競技者が補充されようとしている間は、 試

合を停止する。 

（2）本大会において退場を命じられた競技者は、本大会の次の１試合に出場できず、 

それ以降の処置については本大会本部で決定する。 

（3）本大会の異なる試合において警告を２回受けた競技者は、本大会の次の１ 試 合



に出場できない。  

（４）本大会の規律・フェアプレー委員会の委員長は、公益社団法人 滋賀県サッカ

ー協会４種委員長が務める。委員については、委員長が決定する。  

  

17．表彰 

滋賀県サッカー協会より、優勝、準優勝、第３位、敢闘賞の表彰状およびトロフィ

ーが授与される。  

  

18．その他 

 本大会の実施に関して、本大会要項に定めのない事項については、公益社団法人

滋 賀県サッカー協会４種委員会が終的に決定するものとする。  

  

【留意事項】 ① 各チームは、両日とも、初の試合開始３０分前までに「大会本部」にて

選手証を提 示し、選手チェックを済ませること。選手証はカラーコピーでの代用は可とす

るが、 写真のない場合や不携帯の場合は大会への出場は認めない。 

  

② グランド内へは、登録した選手およびチーム役員は（３名まで）のみとします。 ・試

合中、ベンチ前で立ってコーチチングできるのは１名のみとします。他のチーム 役員およ

び選手はベンチ内では着座すること。 ・保護者等のグランド内への立ち入りは認めますが、

ベンチの反対側よりの応援は可 能とします。  

  

③ 交代要員は必ず出場中の選手と区別がつく服装する。（交替時はビブスを交代選手に 渡

して交替が成立するものとする。） ・試合登録以外の選手が出場した場合は、当該チーム

の記録を全て抹消します。  

  

④ アップ場所や会場の利用の仕方や注意点については、大会本部に確認をすること。  

・大会両日とも、第１試合のチームは、試合開始３０前から１０分前までの２０分間、第

２試合以降のチームは、前試合のハーフタイム時にのみピッチ内での練習を認めます。 

・試合中にベンチ横でのアップは可としますが、ボールの使用は不可とします。  

  

⑤ 試合登録以外の選手が出場した場合は、当該チームの記録を全て抹消します。  


